
平成２８年１２月８日 
 
 

国立市まちづくり条例第３５条第２項の規定に基づき 
安全対策等についての説明が必要な施設について 

 
 

 国立市まちづくり条例第３５条第２項の規定に基づき、開発事業に係る工事

に伴って、安全対策等について説明が必要と市が認める施設については、以下

に掲げる施設とする。 
 
１．事業区域から５０メートルの範囲内にある施設（別図１参照） 
（１）国立市立保育園４園 
（２）私立保育園９園、認定こども園１園、幼稚園８園、認証保育所２箇所、

家庭的保育事業所３箇所、病児・病後児保育室１箇所、幼稚園類似施設１

箇所、小規模保育所１箇所 
（３）児童館３館、学童保育所４箇所 

 
２．工事に係る工事車両が通行する道路が通学路に指定されている施設（別図

２～４参照） 
（１）国立市立小学校 
（２）国立市立中学校（学区内にある「小学校の通学路」を通行する場合） 
 
なお、工事に着手する前までに、対応状況（説明を行った年月日、施設から

の意見、説明に用いた資料等）について市に報告するものとする。 
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別図１ 保 育 園 等 施 設 位 置 図 
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